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           六段昇段候補者推薦の件について（通知） 

        標記の件について、六段候補者の推薦をお願い致します。 

 

記 

 

    1. 六段候補者推薦締切日 令和 6年 6月 25日（火）迄 

    2. 六段候補者埼玉県審議 令和 6年 7月 14日（日）  

                  東天紅 JACK 大宮店 

                   さいたま市大宮区錦町 682-2 

                         TEL 048-674-0080 

3. 添付資料 

        ア 六段候補者推薦書・功績内容書 

        イ 昇段候補者は、審議料¥20,000‐を推薦締切日までに納付する事 

           振込先 ゆうちょ銀行（郵便局）口座番号 00180‐1‐391120 

               埼玉りそな銀行 県庁支店 普通 口座番号 3505526 

               口座名義 埼玉県柔道連盟 

        ウ 昇段候補者の目安（メモ）六段用 

    4. その他 

        ア 推薦書メール送付依頼は judo@saijuren.jp まで 

          推薦書の送付はメール送信にてお願い致します。 

        イ 推薦書の作成おいては、昇段後の年数・点数の確認をお願い致します。 

        ウ 点数は必ずしも勝１点・分 0.5点とは限りません充分な確認をお願い致します。 

        ヱ 昇段候補者においては当該の「形」の審査を受験する事。 

           講道館護身術 受・取 双方実施する。（帯同者受験は可） 

           令和 6年 9月 14日（土）13時〜 川口武道センター 

        オ 推薦書・功績書・昇段の目安は県柔連ホームページよりダウンロードの事。 

        カ 連絡先 埼玉県柔道連盟 事務局 TEL 048－822－5891 

                                        以上 
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六段候補者推薦の目安（メモ） 

 

 １ 実力昇段 

  （１）「優」評定 

     修行年限 7年以上（7年・8年は内容により県柔連において決定する） 

     得  点 ①選抜された大会で 10点以上 

          ②高段者大会で 16点以上 

          ③選抜された大会と高段者大会の合計点数が 16点以上 

  （２）「良」評定 

     修行年限 9年以上（9年・10年・11年は内容により県柔連において決定する） 

     得  点 6点以上 

  （３）「可」評定 

     修行年限 12年以上 

     得  点 3点以上 

     得 点は ①選抜された大会 

          ②自由参加の大会   

          ※１ 自由参加の大会は原則として高段者大会（全国・関東・埼玉県）とし  

             年間１試合のみ、合計 3試合までとする。 

          ※２ 埼玉県高段者大会得点の変更 

             ア 平成 17年 3月 31日（2005年）以前 

               「勝ち」1.0 「引分け」0.5 

             イ 平成 17年 4月 1日（2005年）以降平成 27年 3月 31日）以前 

               「勝ち」0.5 「引分け」0.25 

             ウ 平成 27年 4月 1日（2015年）以降 

               「勝ち」1.0 「引分け」0.5 

          ※３ 全国・関東高段者大会の得点の変更はない。 

          ※４ 平成 27 年以降の全国高段者大会の参加者には参加点 0.25 が与えられる。 

             令和元年以降の関東高段者大会の参加者には参加点 0.25が与えられる。 

  （４） 関東柔道連合会の昇段に関する内規により 50歳未満の候補者は関東高段者大会及び 

      全国高段者大会に合わせて 2回以上出場している事 

 ２ 功績昇段 

（１） 功績による昇段は原則 1回限り（昇段に意欲のある場合は実力昇段が望ましい） 

（２） 五段昇段後 15 年以上（最短であり、各地区及び県柔連行事に対しての貢献度を考慮する） 

（３） 功績よらなければ昇段ができない事由及び功績を具体的に記載する事 

 ３ 評定される形 

    講道館護身術【40歳未満の昇段候補者は必須】 

 ４ その他 

    2024年度全日本柔道連盟登録完了者 

                                        以上 


